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１． はじめに 

“安心・安全・清潔な空間”が求められる現

代、抗菌加工製品は人々の暮らしの向上に役

立つ素材として国際的に市場が拡大してきて

います。テレビのコマーシャルや日常生活の

なかで“抗菌”という言葉を見聞きする機会

が増えたと感じている方も多いのではないで

しょうか。当センターに寄せられる、抗菌加

工製品や抗菌性試験に関するお問合せも近年

増加してきています。 

私たちの生活に定着してきている抗菌加工

製品ですが、その使い方によっては効果が全

く得られないこともあります。抗菌加工製品

や抗菌剤はその性質を理解し、正しく使用す

る必要があります。 

そこで、本報では食品分野で利用されてい

る抗菌加工製品とその評価試験である抗菌性

試験について紹介します。 

２． 「抗菌」とは 

抗菌加工製品ガイドラインにおいて“抗菌

加工製品における抗菌”とは、「当該製品の表

面における細菌の増殖を抑制すること」と定

義されています。この定義では、抗菌の及ぼ

す範囲は製品の表面に限定されており、表面

の細菌を増殖させないように加工されている

製品を抗菌加工製品といいます。また、対象

が細菌に限定されたため、カビなどの真菌は

含まれません。 
微生物制御工学の用語としては、“抗菌”と

は「微生物に抵抗する（Antimicrobial）」と

いう意味であり、微生物の増殖に少しでも影

響を及ぼすことを“抗菌”と表現します。抗

菌には滅菌や殺菌効果だけでなく、静菌や制

菌などの効果も含まれます。また、「抗菌加工

製品であれば洗わなくても菌が増えない」と

いうことでななく、表面に汚れなどが付着し

ていると十分に効果を発揮しないため、清潔

な状態を保つ必要があります。 

抗菌加工製品が潜在ニーズとして求められ

る産業として、食品加工関連、医療福祉関連、

建築・構造物関連などが挙げられます。 

 
 

３．食品分野で利用されている抗菌加工製品 

抗菌剤は主に、金属イオンや光触媒酸化チ

タンなどの“無機系抗菌剤”と薬剤や天然物

などの“有機系抗菌剤”があります。製品の

用途や品質保持期限、加工温度、塩類・酸な

ど中身の成分及び、化学的特性などを考慮し

て仕様に適した素材を選択する必要がありま

す。また、食品と直接接する箇所には食品添

加物など、人体に対して安全性の高い物質を

使用することが求められます。 

食品分野では主に「無機系抗菌剤」が用い

られ、主要な抗菌加工製品には、調理器具や

キッチン用品、食器、容器包装及び、食品加

工工場の設備品などがあります。これらの製

品に求められる条件としては、以下の五項目

があります。 

① 抗菌効果が一定時間持続すること 

② 人体に無害なこと 

③ サニタリー性があること 

④ 耐熱性や耐食性があること（使用条件や

併用する成分により） 

⑤ 安価であること 

４．抗菌効果の評価（抗菌性試験）について 
日本工業規格（JIS）では、加工されてい

ない製品の表面と比較して細菌の増殖割合が

100 分の 1 以下（抗菌活性値“２”以上）で

ある場合、その製品に抗菌効果があると規定

されています。使用する細菌として、黄色ぶ

どう球菌（Staphylococcus aureus）と大腸菌

（Escherichia coli）が定められています。 

抗菌性試験は、菌数の変化を数値で評価す

るフィルム密着法やシェーク法、菌の増殖抑

制を視覚的に評価する拡散法や最小発育阻止

濃度(MIC)などがあります。 

（１）フィルム密着法 

一般的な抗菌加工製品は「JIS Z 2801:2010 
抗菌加工製品－抗菌性試験方法・抗菌効果」

に定められている“フィルム密着法”に基づ

いて試験が行われます。図１のシャーレを２

４時間、静置培養し、菌液の菌数の変化から

抗菌効果を評価します。 

抗菌加工製品と抗菌性試験について 
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 図１ フィルム密着法 

（２）シェーク法 

試料が特殊な形状をしているときや小物な

ど、フィルム密着法が適用できない場合、「一

般社団法人抗菌製品技術協議会」の定める試

験法“シェーク法”に基づいて試験が行われ

ることもあります。図２のように、試験片と

菌液を滅菌コップ中で振とう培養し、２４時

間後の菌液の菌数の変化から抗菌効果を評価

します。 
 
 
 

 
    図２ シェーク法 

（３）拡散法 

拡散法は、培地に試料を拡散させ、培養後

に菌の増殖が抑制されたことを示す阻止円

（ハロー）の形成を目視で評価します。 

 

 

 

 

図３ 拡散法の阻止円 

（４）最小発育阻止濃度 
最小発育阻止濃度(MIC)測定は、培地に試

料を段階的に添加し、培養後の濁りの有無に

て菌の最小発育阻止濃度を評価します。 
     
 
 
 
 
 

図４ 最小発育阻止濃度 
 

抗菌性試験はこのように、試験方法によっ

て効果の評価方法が全く異なるため、製品の

用途や使用されている抗菌剤の性質及び、結

果の使用方法などを十分考慮して試験方法を

選択する必要があります。 
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一部不正確な表現がありましたので修正しました。（令和２年６月３０日） 
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